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健康食品対策推進連絡会
（平成8年10月設置）

 目的
 健康食品による危害の未然防止を徹底していくため、保
健栄養、食品衛生、薬事衛生及び消費生活対策の関係
部局が相互に連携し、業者指導や都民への普及啓発に
係る事業を一体的に推進していく。

 構成
 福祉保健局
（健康安全課、食品監視課、薬事監視課、健康安全研究センター）

 健康増進法、食品衛生法、JAS法、薬事法
 生活文化局
（取引指導課、消費生活総合センター）

 景品表示法、特定商取引法
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事業内容
1. 監視検査

 試買調査
 違反措置

2. 事業者指導
 健康食品取扱事業者講習会
 健康食品取扱マニュアルの作成
 取扱事業者に対する事前相談指導

3. 消費者への普及啓発
 パンフレット等の作成･配布
 ホームページ等での情報提供

4. 安全性情報共有事業
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1. 監視検査（健康食品試買調査）

 平成9年度から関係部署が連携
 法令違反の可能性が高いと思われる健康食
品を購入、表示・広告調査や成分検査を実
施

 H21年度調査結果（不適正な表示･広告）
販売店購入製品：８７品目／ １０５品目

インターネット等通信販売購入製品：

４２品目／ ４５品目
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平成21年度試買調査結果
製品群 食品衛生 JAS 健康増進 景品表示 薬事

ダイエット効果 ４ １４ １６ ６ ６

健康茶 ３ １１ １１ ６ ７

関節機能の維持・改善 ３ ７ １２ ３ ６

美白・美容・美肌 １ ６ １０ ２ ２

視力回復 ０ ２ ５ ０ ６

筋肉増強 ０ ２ ４ １ ３

記憶障害改善・認知症予防 ０ ４ ７ ０ ４

子供の成長促進 ０ ３ ４ １ ３

頭髪増毛 ０ ４ ５ １ ４

酸素・水素の摂取 １ ３ ５ １ ３

妊婦の健康維持・不妊治療 ２ ３ ３ １ ３

その他の機能 ３ １１ １６ ９ １０

合計※２ １７ ７０ ９８ ３１ ５７
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不適切な表示・広告

⇒誇大あるいは科学的根拠が不十分

 医薬品的な効能効果の標ぼう
⇒「糖尿病予防等に飲用実績がある」

 特定保健用食品※に類似した表現
⇒「お腹の調子を整えたり」

 実際のものよりも著しく優良であると誤認さ
せるおそれのある表示
⇒「最高級の天然素材を濃縮配合」
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平成21年度試買調査における
法令違反の例①

 糖尿病予防等に飲用実績がある」

 「最高級の天然素材を濃縮配合」

 「お肌がぷるんぶるんに生まれかわります」

 「視力回復サプリ」
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平成21年度試買調査における
法令違反の例②

 外箱に義務表示が記載されていない

 輸入者の氏名及び所在地が記載されていない

 賞味期限と冠された期限表示が記載されていない

 邦文による義務表示事項がない

 カプセルの原材料が記載されていない
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未承認･無許可医薬品の発見
（平成22年度第１回健康食品試買調査）

・タダラフィル（勃起不全治療薬）を検出
[販売店購入製品１品目]

⇒①製品総発売元を管轄する大阪府へ通報、②購入店舗に対し販売中止及び
自主回収を指示、③ホームページで摂取よる危険性等を周知、④関係団体へ
注意喚起のため情報提供
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健康被害事例検討専門委員会

 平成１９年３月、食品等の安全性に関す
る情報を調査する「東京都食品安全情報
評価委員会」の下に「健康食品による健
康被害事例専門委員会」を設置した。

 医療関係者との情報共有事業で収集した
情報について、製品と健康被害との関連
性、健康被害の重篤度について検討

結果を医師会・薬剤師会へフィードバック
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2. 事業者指導
 健康食品取扱事業者講習会

 平成２２年１２月８日開催

 受講者： ９１５名

 関係法令の解説、表示事例の検討、行政の動
きなどの情報提供

 健康食品取扱マニュアル 第６版

 編集 東京都福祉保健局・生活文化局
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指示・指導の実績（21年度）
 薬事法

 相談件数 6,152件
 違反措置件数 124件
措置内容：製品回収、広告中止等の指示、報告書徴収

 健康増進法（特別用途食品に限る）

 相談件数 587件
 食品衛生法

 JAS法
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３．消費者への啓発
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「健康食品」の安全性に関する検討
東京都食品安全情報評価委員会

検討期間：平成16年8月から18年3月まで

検討結果の報告

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyou
ka/houkoku/report3.html

東京都食品安全情報評価委員会とは
食品の安全性に関する国内外の情報を分析評価し報告
を行うことを目的とした東京都食品安全条例に基づく知事
の附属機関
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都民への情報提供①

リーフレットの作成・配布

•66万部作成

•保健所、消費生活センター
等で配布

•学校を通じて都内全中学生
の保護者に配布

•医師会や薬剤師会を通じ医
療機関に配布
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都民への情報提供②

パンフレットの作成・配布

• ３万部作製

•保健所、消費生活センター
等で配布

•美容室、公衆浴場、フィット
ネスクラブ、献血ルーム等
に閲覧用資料として提供
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都民への情報提供③

ＤＶＤの作成・配布

・500部作製
・消費生活センター、

高齢者クラブ連合会等へ

配布

・高齢者向け

・２３分間
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都民への情報提供④

健康食品データベース（都薬剤師会）
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都民・事業者への情報提供
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４．医療関係者との情報共有事業（H19~)

病院病院

診療所診療所

東京都東京都

東京都
医師会

東京都
医師会

返信・回答

情報の共有

・医師会:約1万会員
・薬剤師会:約5千会員

健康被害（疑い）
情報の収集

【背景】 ・都民の5割以上が利用
・ハイリスクな製品の流通
・誤った利用目的・方法、治療への悪影響

情報の提供・照会

目的 医療機関から「健康食品」との関連が疑われる健康被
に関するリスク情報を収集し、健康被害の未然防止・
拡大防止に資する。

安全性調査の実施安全性調査の実施

都

民

健康被害に関する情報提供健康被害に関する情報提供

東京都の
対応

東京都の
対応

•行政対応（製造・販売・流通
の禁止、製品の回収等）
•厚生労働省への報告

•行政対応（製造・販売・流通
の禁止、製品の回収等）
•厚生労働省への報告

厚生労働省への報告厚生労働省への報告

薬局薬局
東京都
薬剤師会

東京都
薬剤師会

必要なデータ解析必要なデータ解析

行政対応が必要な事例
（違反品、重篤被害等）

返信・回答

返信・回答
情報の提供・照会

返信・回答
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報告事例

報告事例の集計

（平成18年7月1日から平成22年5月31日まで）

医師会 ９２人 延べ １３２製品

薬剤師会 ５２人 延べ ５６製品

計 １４４人 延べ １８８製品
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